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特殊車両通行許可制度の概要

○ 一定の重量・寸法（一般的制限値）を超える車両が道路を通行する場合、
トラック事業者は道路法に基づく特車通行許可を受ける必要

○ 道路管理者は、道路と車両の物理的関係を審査し、道路の構造の保全及び交通
の危険の防止上、必要な条件を付して通行許可

高さ ３．８ｍ
※指定道路４．１ｍ

長さ １２ｍ
幅 ２．５ｍ

最小回転半径１２ｍ

総重量 ２０ｔ ※指定道路２５ｔ
（車両自重＋積載物重量＋乗員）

軸重１０ｔ

輪荷重５ｔ輪荷重５ｔ

（隣り合う車軸の
軸の距離により）
２軸の軸重合計
１８ｔ～２０ｔ

特殊車両の範囲（イメージ）

重量

特車基準下限値

特車許可
基準

軽い

重い

※ 一般的制限値を一つでも超える車両は、道路管理者の
通行許可が必要 寸法小さい 大きい

＜許可必要＞

＜許可不要＞

＜通行不可＞

例：トラック

例：建設機械類

例：コンテナ車

例：重セミ

特殊車両

一般的
制限値

一般的
制限値

特車許可
基準

例：乗用車

一般的制限値
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特殊車両通行許可件数、審査日数の推移

〇特殊車両通行許可件数については、ドライバー不足等に伴う車両の大型化の進展により、許可件数が増加
〇申請件数の増加に伴い、審査日数が長期化する中、迅速化の取組により一定程度短縮したが、更なる短縮は
困難な状況

■ 許可件数の推移 ＜国、都道府県・政令市＞ ■ 審査日数の推移 ＜国＞
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うち重機セミトレーラ（大型林業機械の輸送に活用する場合あり）（国）

年度 許可件数
審査日数（日）
※全体

審査日数（日）
※協議あり

審査日数（日）
※協議なし

H30 約12万件 約30日 約39日 約9日

Ｒ元 約13万件 約29日 約34日 約9日

Ｒ２ 約15万件 約25日 約29日 約8日 2



特殊車両通行許可の業務フロー図

○申請方法 オンライン（国及び一部の自治体）
窓 口（窓口に持参又は郵送）
※国、都道府県、政令市への申請（これらが管理する道路を含む）であれば、
他の道路管理者の道路もワンストップで対応。

【道路管理者】

審 査

○申請車両の重量が橋りょうの構造上耐えられるか、トンネルなど高さ・幅は障害
なく通行できるか、交差点は曲がれるか等を確認

○他の道路管理者との協議（他の道路管理者の道路が含まれる場合）
※（重機セミトレーラの令和２年度審査日数）協議あり：２９日 協議なし：８日

【申請者】

許可証受領

【申請者】

申請書提出

【手続の流れ】 【内 容】

○申請に必要な書類
・申請書
・車検証の写し
・車両の諸元に関する説明書
・通行経路図及び通行経路表
・その他道路管理者が必要と認めるもの
・車両内訳書（複数の車両をまとめて申請する場合）
※ただし、道路管理者は他の方法により当該書類の内容を確認できるため添付の必要がな
いと認めるときは上記の書類（申請書除く）の添付を省略することができる。

○受領方法 オンライン（国及び一部の自治体）
窓 口（窓口で受領又は郵送）
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様式第二

許可
特殊車両通行 申請書 （　　　　）

認定

他 台

他 台

kg cm cm kg cm

cm cm cm kg kg

／

／

第 号

年 月 日

年 月 日 道路管理者

年 月 日

〔Ⅰ〕許可証又は認定書（以下「本証」という。）の取扱上の注意事項

　１．本証の交付を受けた者は、通行中本証を当該車両に備え付けなければならない。
　２．本証は、本証に記載された車両以外の車両には使用することはできない。
　３．通行に際し、本証に記載されている通行条件、通行経路等は厳守しなければならない。

　４．通行条件等に関し、道路管理者等から措置命令を受けた場合には、それに従わなければならない。
　５．本証に記載されている車両諸元、通行経路等に変更があった場合には、道路管理者に変更の申請を行い、許可

　　を得なければならない。
  ６．以上の各事項に違反した場合には、道路法の規定に基づき懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
〔Ⅱ〕審査請求又は処分の取消しの訴え

　　　この特殊車両通行許可又は認定について不服があるときは、行政不服審査法の定めるところにより、本証を受
　　け取つた日の翌日から起算して３か月以内に　　            に、審査請求することができる（なお、本証を受
　　け取つた日の翌日から起算して３か月以内であつても、処分の日から１年を経過すると審査請求することができ

　　なくなる。）。また、行政事件訴訟法を定めるところにより、本証を受け取つた日（当該処分につき、審査請求
　　した場合においては、これに対する裁決の送達を受けた日）の翌日から起算して６か月以内に、　　　　  を被
　　告として（訴訟において      　　を代表する者は　　　　　となる。）、処分の取消しの訴えを提起すること

　　ができる（なお、本証を受け取つた日又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、処
　　分の日又は裁決の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。）。

認定

許可証
の有効期間

自:

認定書 至:

特殊車両通行
許可証

認定書

上記の通り
許可

する。ただし、別紙の条件に従うこと。

前回

新規時

更　新　又　は　変　更　経　緯

申請内容 年 月 日 許可番号 車両台数 総通行経路数 変更事由

通行区分 通行経路数

幅 高さ 最小回転半径 最大軸重 最大輪荷重

品名

軸種数

車
両

諸
元

総重量 最遠軸距 最小隣接軸距 隣接軸重 長さ

幅 高さ 長さ

車両番号 車名及び型式

積載
貨物

車種区分
代表者名 TEL

担当者名 TEL

通行終了日 年 月 日

会社名・氏名

日

通行開始日 年 月 日

住所

年 月
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特殊車両オンライン申請システム

申請データ作成の流れ 申請者

STEP③経路情報の入力

STEP④未収録路線を含む

経路の作成

STEP②積載貨物情報の入力

STEP③車両情報の入力

STEP①

申請書情報の入力

・申請者選択（本人・代理人）
・申請車種等
・提出先窓口指定 を入力します

・積載貨物の情報
・車両の軸種指定
・車両諸元等 を入力します

デジタル地図等により、 通行経路を
入力します

※紙の地図のアップロードが可能
重機セミトレーラ（大型林業機械の輸送に活用す
る場合あり）は申請車種に「重セミ」を選択
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特車オンライン申請システムにおける経路入力

通行経路上の交差点等を選択

：交差点等

経路を確認しながら１箇所ずつ選択

目的地までクリックし、登録して完了

出発地

目的地

※クリックすると自動的に交差点名と路線名が経路表
に反映される。

※画面上に表示されない未収録道路を経路として申請す
る場合は、その区間について路線名と交差点名を入力
する必要。

「未収録交差点（◎）」は拡大
すると表示されます。
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